
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電話機に内線番号の他に仮想内線番号を割り当てることができ

機能を有するボタン電話装置
、

　前記電話機にて前記仮想内線番号を用いて通話中に着信があった場合に発信側へ話中音
を返送する設定を行う設定手段と、
　
　前記電話機にて前記仮想内線番号を用いて通話中に前記内線番号に着信があった場合、

前記電話機に読出し音を送出する代わりに、話中音を前記
発信側に返送する話中音返送手段と
を ことを特徴とするボタン電話装置。
【請求項２】
　電話機に内線番号の他に仮想内線番号を割り当てることができ

機能を有するボタン電話装置
、

　前記電話機にて前記仮想内線番号を用いて通話中に着信があった場合に発信側へボイス
メールを返送する設定を行う設定手段と、
　
　前記電話機にて前記仮想内線番号を用いて通話中に前記内線番号に着信があった場合、
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、前記内線番号及び前記
仮想内線番号を利用した前記電話機による通話を可能とする
であって

前記電話機にて前記仮想内線番号を用いて通話中であるか否かを判断する判断手段と、

前記設定手段の設定に従って、

備える

、前記内線番号及び前記
仮想内線番号を利用した前記電話機による通話を可能とする
であって

前記電話機にて前記仮想内線番号を用いて通話中であるか否かを判断する判断手段と、



前記電話機に呼び出し音を送出する代わりに、ボイスメー
ルを前記発信側に返送するボイスメール返送手段と
を ことを特徴とするボタン電話装置。
【請求項３】
　電話機に内線番号の他に仮想内線番号を割り当てることができ

機能を有するボタン電話装置
、

　前記電話機にて前記仮想内線番号を用いて通話中に着信があった場合に発信側へボイス
メールを返送し且つ発信側のメッセージを録音する設定を行う設定手段と、
　
　前記電話機にて前記仮想内線番号を用いて通話中に前記内線番号に着信があった場合、

前記電話機に呼び出し音を送出する代わりに、ボイスメー
ルを前記発信側に返送し且つ発信側のメッセージを録音するメッセージ録音手段と
を ことを特徴とするボタン電話装置。
【請求項４】
　

【請求項５】
　

【請求項６】
　

【請求項７】
　前記電話機に、前記設定手段による設定内容を表示する表示手段を ことを
特徴とする請求項 乃至請求項 のいずれかに記載のボタン電話装置。
【請求項８】
　前記電話機にて前記仮想内線番号を用いて通話中に前記内線番号に着信があった場合に
、その前記内線番号に対する着信の表示をさせる着信表示手段
を ことを特徴とする請求項 乃至請求項 のいずれかに記載のボタン電話装
置。
【請求項９】
　前記着信表示手段は、前記内線番号の発信者の電話番号を表示すること
を特徴とする請求項 記載のボタン電話装置。
【請求項１０】
　 による設定

【請求項１１】
　
　

【請求項１２】
　電話機に内線番号の他に仮想内線番号を割り当てることができ

機能を有するボタン電話装置
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前記設定手段の設定に従って、

備える

、前記内線番号及び前記
仮想内線番号を利用した前記電話機による通話を可能とする
であって

前記電話機にて前記仮想内線番号を用いて通話中であるか否かを判断する判断手段と、

前記設定手段の設定に従って、

備える

前記設定手段における設定は、通話開始前に予め行うこと
を特徴とする請求項１乃至請求項３記載のボタン電話装置。

前記設定手段における設定は、前記仮想内線番号を用いて通話中で且つ前記内線番号に
着信前に予め行うこと
を特徴とする請求項１乃至請求項３記載のボタン電話装置。

前記設定手段における設定は、前記仮想内線番号を用いて通話中で且つ前記内線番号に
着信後に行うこと
を特徴とする請求項１乃至請求項３記載のボタン電話装置。

さらに備える
１ ３

さらに備える １ ３

８に

前記設定手段 は、発信者番号毎に行うこと
を特徴とする請求項 1記載のボタン電話装置。

前記設定手段による設定は、発信者番号毎に優先度をつけて行い、
前記話中音返送手段は、前記電話機にて前記仮想内線番号を用いて通話中に前記内線番

号に着信があった場合、前記設定手段の設定内容に従って、前記内線番号への発信側の発
信者番号の優先度が前記仮想内線番号への発信側の発信者番号の優先度よりも低い時に、
前記電話機に呼び出し音を送出する代わりに、話中音を前記内線番号への発信側に返送す
ること
を特徴とする請求項 1記載のボタン電話装置。

、前記内線番号及び前記
仮想内線番号を利用した前記電話機による通話を可能とする



の着信受付方法であって、
　着信先の前記電話機が内線番号を 発信側へ話中音を
返送し、
　着信先の前記電話機が仮想内線番号を

発信側へ話
中音を返送すること
を特徴とするボタン電話装置の着信受付方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、通話中に第三者からの呼びがあった場合の当該呼びの制御に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の電話交換装置のうちボタン電話装置では、内線のボタン電話機に仮想内線番号を割
当てることができる。ここで、仮想内線番号とは、物理的な収容位置及び電話機ユニット
を持たない内線に割当てられた番号のことである。例えば、２００番の内線番号が割り当
てられたボタン電話機に、他の内線端末に割り当てられている５００番、５０１番などの
内線番号も仮想内線番号として割り当てることができる。このようなボタン電話機は通常
本来の２００番の内線番号を利用して通話できるが、５００又は５０１番の仮想内線番号
を利用しても通話することができる。
【０００３】
次に、従来のボタン電話装置の内線番号呼び出し処理について説明する。内線に着信があ
ると、まず、内線番号に基づき着信分析を行い、着信先を検索する。次にこの内線番号の
ボタン電話機が通話中かどうかを判定し、通話中でなければ、発信側に呼び出し音を送出
して、処理を終了する。一方、通話中であれば、発信側に話中音を返送して、処理を終了
する。
従って、ボタン電話機本来の内線番号、上記の例では２００番を使用して通話していると
きに、この２００番に別のところから着信があっても、発信側に話中音を返送する。よっ
て、発信側は話中であることを知り電話を切ることとなるであろう。
【０００４】
一方、このボタン電話機が５００番の仮想内線番号を用いて通話中に別のところから着信
がある場合には、２００番の内線は空いているため、通話中でないと判定され、主装置か
ら仮想内線番号で通話中のボタン電話機に呼び出し音が送出され、このボタン電話機から
呼び出し音が発生することとなる。しかし、この時、このボタン電話機は５００番を用い
て話し中であるため、この呼び出し音に応答することができず、呼び出し音が鳴りっ放し
になって、落ち着いて通話を続行できない。又、発信者も被呼者が話中であることが分か
らないため、状況を正確に把握できず、無駄な待ち時間を浪費するという不具合があった
。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上記の如く、あるボタン電話機に本来割り当てられている内線番号以外の仮想内線番号を
用いて通話中に、別のところからこの電話機に着信があると、本来割り当てられている内
線番号は空いているため、このボタン電話機から呼び出し音が出力されるが、この呼び出
しに応答できないため、呼び出し音が鳴りっ放しになって、落ち着いて通話を続行するこ
とができなくなるという不具合が生じる。又、発信者も、呼び出しになかなか応答しない
ことは分かるが、被呼者が話中であることが分からないため、状況を正確に把握できず、
無駄な待ち時間を浪費するという不具合があった。
【０００６】
本発明は、仮想内線番号を用いて通話中に、別のところから内線番号を利用した着信があ
った場合、発信側に対して適切な処置を採ることができるボタン電話装置及びその着信受
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用いて通話中に着信があった場合、

用いて通話中に前記内線番号に着信があった場合
、その場合に発信側へ話中音を返送するか否かが設定された設定内容に従って



付方法を提供することを目的としている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本願に記載の第一の発明は、電話機に内線番号の他に仮想内線番号を割り当てることがで
きる機能を有するボタン電話装置において、前記電話機にて前記仮想内線番号を用いて通
話中に着信があった場合に発信側へ話中音を返送する設定を行う設定手段と、前記電話機
にて前記仮想内線番号を用いて通話中に前記内線番号に着信があった場合、前記設定手段
の設定内容をチェックし、前記発信側に話中音を返送する設定がなされている場合、前記
電話機に呼び出し音を送出する代わりに、話中音を前記発信側に返送する話中音返送手段
とを具備したことを特徴とするボタン電話装置である。
【０００８】
このような構成により、前記設定手段により前記ボタン電話機にて前記仮想内線番号を用
いて通話中に着信があった場合、発信側へ話中音を返送する設定を行えば、前記話中音返
送手段は前記ボタン電話機にて前記仮想内線番号を用いて通話中に着信があった場合、前
記ボタン電話機に呼び出し音を送出する代わりに、話中音を前記発信側に返送する制御を
行う。
【０００９】
本願に記載の第二の発明は、電話機に内線番号の他に仮想内線番号を割り当てることがで
きる機能を有するボタン電話装置において、前記電話機にて前記仮想内線番号を用いて通
話中に着信があった場合に発信側へボイスメールを返送する設定を行う設定手段と、前記
電話機にて前記仮想内線番号を用いて通話中に前記内線番号に着信があった場合、前記設
定手段の設定内容をチェックし、前記発信側にボイスメールを返送する設定がなされてい
る場合、前記電話機に呼び出し音を送出する代わりに、ボイスメールを前記発信側に返送
するボイスメール返送手段とを具備したことを特徴とするボタン電話装置である。
【００１０】
このような構成により、前記ボタン電話機にて前記仮想内線番号を用いて通話中に着信が
あった場合、前記ボイスメール返送手段は前記ボタン電話機へ前記呼び出し音を送出する
ことを停止し、代わりに発信側に本電話機が話中である旨のボイスメールを返送する。
【００１１】
本願に記載の第三の発明は、電話機に内線番号の他に仮想内線番号を割り当てることがで
きる機能を有するボタン電話装置において、前記電話機にて前記仮想内線番号を用いて通
話中に着信があった場合に発信側へボイスメールを返送し且つ発信側のメッセージを録音
する設定を行う設定手段と、前記電話機にて前記仮想内線番号を用いて通話中に前記内線
番号に着信があった場合、前記設定手段の設定内容をチェックし、前記発信側にボイスメ
ールを返送し且つ発信側のメッセージを録音する設定がなされている場合、前記電話機に
呼び出し音を送出する代わりに、ボイスメールを前記発信側に返送し且つ発信側のメッセ
ージを録音するメッセージ録音手段とを具備したことを特徴とするボタン電話装置である
。
【００１２】
このような構成により、前記ボタン電話機にて前記仮想内線番号を用いて通話中に着信が
あった場合、前記メッセージ録音手段は前記ボタン電話機へ前記呼び出し音を送出するこ
とを停止し、代わりに発信側のメッセージを録音する。
【００１３】
本願に記載の第四の発明は、電話機に内線番号の他に仮想内線番号を割り当てることがで
きる機能を有するボタン電話装置において、前記電話機にて前記仮想内線番号を用いて通
話中に前記内線番号に着信があった場合に発信側へ話中音を返送する設定を、発信側毎に
オン・オフする設定手段と、前記電話機にて前記仮想内線番号を用いて通話中に前記内線
番号に着信があった場合、前記設定手段の設定内容をチェックし、前記発信側に話中音を
返送する設定がオンの場合、前記電話機に呼び出し音を送出する代わりに、話中音を前記
発信側に返送する話中音返送手段とを具備したことを特徴とするボタン電話装置である。
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【００１４】
このような構成により、前記設定手段により前記ボタン電話機にて前記仮想内線番号を用
いて通話中に着信があった場合、発信側毎に話中音を返送する設定を行えば、この話中音
を返送する設定がオンの発信側から着信があった場合にのみ、前記ボタン電話機に呼び出
し音を送出する代わりに、話中音を前記発信側に返送する制御を行う。
【００１５】
本願に記載の第五の発明は、電話機に内線番号の他に仮想内線番号を割り当てることがで
きる機能を有するボタン電話装置において、前記電話機にて前記仮想内線番号を用いて通
話中に前記内線番号に着信があった場合に発信側へ話中音を返送する設定を、発信側毎に
優先度をつけて行う設定手段と、前記電話機にて前記仮想内線番号を用いて通話中に前記
内線番号に着信があった場合、前記設定手段の設定内容をチェックし、前記内線番号の発
信側の優先度が前記仮想内線番号の発信側の優先度よりも低い時にのみ、前記電話機に呼
び出し音を送出する代わりに、話中音を前記発信側に返送する話中音返送手段とを具備し
たことを特徴とするボタン電話装置である。
【００１６】
このような構成により、前記ボタン電話機にて前記仮想内線番号を用いて通話中に着信が
あった場合、発信側の優先度を比較し、後から着信した発信側の優先度が先に着信した発
信側の優先度よりも低いときに、その後から着信した発信側へ話中音を返送する制御を行
う。
本願に記載の第六の発明は、前記第一乃至第五の発明の設定手段を、前記電話機とは別に
設けられた入力手段としたことを特徴とするボタン電話装置である。
【００１７】
このような構成により、複数のボタン電話機に対する設定を一括して行うことができる、
あるいは設定内容の登録や変更を容易に行うことができる。
本願に記載の第七の発明は、前記第一乃至第五の発明の設定手段を、前記電話機に設けら
れた所定のキーとしたことを特徴とするボタン電話装置である。
このような構成により、ボタン電話機の所定キーの操作で、話中音やボイスメールを返送
する設定を行う。
【００１８】
本願に記載の第八の発明は、電話機に内線番号の他に仮想内線番号を割り当てることがで
きる機能を有するボタン電話装置の着信受付方法であって、着信先の前記電話機が内線番
号を使用中かどうか判定し、当該内線番号を使用中であれば、発信側へ話中音を返送し、
着信先の前記電話機が仮想内線番号を使用中かどうか判定し、当該仮想内線番号を使用中
であれば、発信側へ話中音またはボイスメールを返送することを特徴とするボタン電話装
置の着信受付方法である。
このような方法により、着信先のボタン電話機が使用中であれば、発信側へ話中音または
ボイスメールを返送する。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
（第１の実施の形態）
図１は本発明の電話交換装置に係るボタン電話装置の第１の実施の形態を示したブロック
図である。１は、アナログ加入者回線２、ボタン電話機（ＤＫＴ）３、単独電話機（ＳＬ
Ｔ）４に対する通話制御を行う主装置、２は主装置１に収容されているアナログ加入者回
線、３は主装置１に収容されているボタン電話機（ＤＫＴ）、４は主装置１に収容されて
いる単独電話機（ＳＬＴ）である。
【００２０】
ここで、主装置１は、アナログ加入者回線２が接続された局線ユニット１１、ボタン電話
機３が接続されこれを制御する内線ユニット１２、単独電話機４が接続されこれを制御す
る標準電話機ユニット１３、主装置１全体を制御する制御ユニット１４、これらユニット
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間で制御データを伝送するための制御データハイウェイ１５、音声データを伝送するため
のＰＣＭハイウェイ１６を有している。更に、制御ユニット１４は制御データハイウェイ
１５を介して送られてきた制御データを分析する１チップマイクロコンピュータ１４１、
１チップマイクロコンピュータ１４１の分析結果などに基づいて通話制御及びこれに関連
する各種処理を行う１６ビットマイクロコンピュータ１４２、１６ビットマイクロコンピ
ュータ１４２で実行させるプログラムなどを格納しているＲＯＭ１４３、１６ビットマイ
クロコンピュータ１４２などの処理動作に必要な各種データを保存するＲＡＭ１４４、局
線ユニット１１や内線ユニット１２や標準電話機ユニット１３と制御ユニット１４をＰＣ
Ｍハイウェイ１６を通して交換接続するタイムスイッチ１４６、各種トーン信号を発生す
るトーン回路１４７、電話を用いた会議などを行うための会議回路１４８を有している。
【００２１】
図２は図１に示したボタン電話機３の詳細例を示した平面図である。３１ｃ～３１ｈは内
線番号が割当てられたフレキシブルボタン、３２はダイヤルパッド、３３は各種情報を表
示するためのＬＣＤ等の表示器、３４は送受話器である。ここで、フレキシブルボタン３
１ｃ～３１ｇには、５０４～５００の仮想内線番号が割当てられており、フレキシブルボ
タン３１ｈには、本ボタン電話機の内線番号である２００番が割当てられているものとす
る。
【００２２】
次に本実施の形態の動作について説明する。まず、ボタン電話機３にて仮想内線番号で通
話中の時に、第三者から２００番に着信があった場合、発信側に話中音を返すか、本電話
機に呼び出し音を送出するかを、主装置１に予め設定しなければならない。そのためには
、ボタン電話機３より内線番号呼び出し方式機能設定要求を内線ユニット１２、制御デー
タハイウェイ１５を介して１チップマイクロコンピュータ１４１に出す。これにより、１
６ビットマイクロコンピュータ１４２は１チップマイクロコンピュータ１４１より内線番
号呼び出し方式機能設定要求が出されていることを知り、内線番号呼び出し方式機能設定
モードになる。その後、１６ビットマイクロコンピュータ１４２はボタン電話機３から入
力されるデータに従って、ＲＡＭ１４４にボタン電話機３に対する呼び出し方式の機能設
定を行う。
【００２３】
図３は上記した機能設定時の処理の手順を示したフローチャートである。１６ビットマイ
クロコンピュータ１４２は、まず内線呼び出し方式の機能設定であるかどうかを判定し（
ステップ３０１）、そうでない場合は処理を終了する。一方そうである場合は、ボタン電
話機３を介して要求された呼び出し方式が話中音返送（ＢＴ）なのか、或いは呼び出し音
送出（ＲＢＴ）なのかを判定し（ステップ３０２）、話中返送の場合はＲＡＭ１４４にＢ
Ｔ（ Busy Tone ）を設定して処理を終了し（ステップ３０３）、呼び出し音送出の場合は
ＲＡＭ１４４にＲＢＴ (Ring back tone)を設定して処理を終了する（ステップ３０４）。
【００２４】
これにより、ＲＡＭ１４４にＢＴが設定された場合、以降、ボタン電話機３が仮想内線番
号を利用した通話中に、第三者から前記内線番号である２００番を利用した着信があった
場合、当該第三者に対し話中音を返送する制御が行われる。又、ＲＡＭ１４４にＲＢＴが
設定された場合、以降、ボタン電話機３が仮想内線番号を利用した通話中に、第三者から
前記２００番を利用した着信があった場合、このボタン電話機３に呼び出し音が送出され
る制御が行われる。
【００２５】
図４は着信があった際の制御ユニット１４の動作を示したフローチャートである。１チッ
プマイクロコンピュータ１４１は、局線ユニット１１、内線ユニット１２、標準電話機ユ
ニット１３のいずれかから制御データハイウェイ１５を介して着信があると、この着信を
分析して、１６ビットマイクロコンピュータ１４２に知らせる（ステップ４０１）。これ
により、１６ビットマイクロコンピュータ１４２は着信先を検索する（ステップ４０２）
が、この例ではその着信先をボタン電話機３とする。
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【００２６】
次に、１６ビットマイクロコンピュータ１４２は、着信先のボタン電話機３の内線番号２
００番が通話中であるかどうかを判定し（ステップ４０３）、通話中である場合はステッ
プ４０８へ飛び、発信側に話中音を送出する（ステップ４０８）。通話中でない場合、１
６ビットマイクロコンピュータ１４２は着信した内線番号がボタン電話機３の内線番号２
００番であるかどうかを判定する（ステップ４０４）。
【００２７】
ここで、２００番でなく例えば仮想内線番号の５０１番等であった場合は、発信側に呼び
出し音を送出する（ステップ４０７）。２００番の内線番号であった場合は、１６ビット
マイクロコンピュータ１４２は、ボタン電話機３がいずれかの仮想内線番号を用いて通話
中（使用中）であるかどうかを判定する（ステップ４０５）。
【００２８】
ここで、通話中でない場合はステップ４０７へ飛び、通話中である場合は、ＲＡＭ１４４
内の呼び出し方式の機能設定データをチェックする（ステップ４０６）。その結果、ＢＴ
（話中音の返送）が設定されていることが分かると、１６ビットマイクロコンピュータ１
４２は、トーン回路１４７よりタイムスイッチ回路１４６、ＰＣＭハイウェイ１６を介し
、更に、例えば局線ユニット１６からアナログ加入者回線２側の発信側に話中音を返送し
（ステップ４０８）、処理を終了する。一方、前記ＲＡＭ１４４にＲＢＴ（呼び出し音の
送出）が設定されていた場合、１６ビットマイクロコンピュータ１４２は、トーン回路１
４７よりタイムスイッチ回路１４６、ＰＣＭハイウェイ１６を介し、更に内線ユニット１
２からボタン電話機３に呼び出し音を送出し（ステップ４０７）、処理を終了する。
【００２９】
本実施の形態によれば、ボタン電話機３に対し、主装置１にＢＴ（話中音の返送）を設定
しておけば、ボタン電話機３が仮想内線番号で通話中に、別のところから本電話機の内線
番号に着信があった場合、主装置１から発信側に話中音を返送することができるため、発
信者はボタン電話機３が話中であることを直ちに知り、電話を切るなどの適切な動作を行
うことができる。又、ボタン電話機３が仮想内線番号で通話中に、このボタン電話機３か
ら呼び出し音が出力されることがなく、落ち着いて通話を行うことができる。
【００３０】
尚、本例では主装置１にＲＢＴ（呼び出し音の送出）を設定しておけば、従来通りの呼び
出し方式も使用できるため、ボタン電話機３の呼び出し方式のフレキシビリティーを向上
させることができる。
【００３１】
（第２の実施の形態）
図５は本発明のボタン電話装置の第２の実施の形態を説明する図である。本例のボタン電
話機３には、呼び出し方式の変更ボタン３５が設けられている他は、図１に示した第１の
実施の形態と同様の構成であるため、主装置１などの動作は図１を借用して説明する。
【００３２】
次に本実施の形態の動作について図６のフローチャートを参照して説明する。１チップマ
イクロコンピュータ１４１は、局線ユニット１１、内線ユニット１２、標準電話機ユニッ
ト１３のいずれかから制御データハイウェイ１５を介して着信があると、この着信を分析
して、１６ビットマイクロコンピュータ１４２に知らせる（ステップ６０１）。これによ
り、１６ビットマイクロコンピュータ１４２はステップ６０２にて着信先を検索するが（
ステップ６０２）、この例ではその着信先をボタン電話機３とする。
【００３３】
次に、１６ビットマイクロコンピュータ１４２は、着信先のボタン電話機３の内線番号２
００番が通話中であるかどうか判定する（ステップ６０３）。通話中でない場合、１６ビ
ットマイクロコンピュータ１４２は着信した内線番号がボタン電話機３の内線番号２００
番であるかどうかを判定し（ステップ６０４）、２００番でなく例えば仮想の５０１番等
であった場合は、ステップ６０７へ飛び、２００番の内線番号であった場合はステップ６
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０５へ進む。
【００３４】
１６ビットマイクロコンピュータ１４２は、ボタン電話機３がいずれかの仮想内線番号を
用いて通話中（使用中）であるかどうかを判定し（ステップ６０５）、通話中でない場合
はステップ６０７へ飛び、通話中である場合は、ボタン電話機３の変更ボタン３５がオン
かどうかをチェックする（ステップ６０６）。その結果、変更ボタン３５がオンであるこ
とが分かると、１６ビットマイクロコンピュータ１４２は、トーン回路１４７よりタイム
スイッチ回路１４６、ＰＣＭハイウェイ１６を介して、更に、例えば局線ユニット１６か
らアナログ加入者回線２側の発信側に話中音を返送して処理を終了する（ステップ６０８
）。一方、変更ボタン３５がオンでなく、オフであることが分かった場合、１６ビットマ
イクロコンピュータ１４２は、トーン回路１４７よりタイムスイッチ回路１４６、ＰＣＭ
ハイウェイ１６を介し、更に内線ユニット１２からボタン電話機３に呼び出し音を送出し
て処理を終了する（ステップ６０７）。
【００３５】
本実施の形態によれば、ボタン電話機３の変更ボタン３５をオンに予め設定しておけば、
ボタン電話機３が仮想内線番号で通話中に、別のところから本電話機の内線番号に着信が
あった場合、主装置１から発信側に話中音を返送することができるため、発信者はボタン
電話機３が話中であることを知り、電話を切るなどの適切な動作を行うことができ、図１
に示した第１の実施の形態と同様の効果がある。
【００３６】
尚、本例の呼び出し方式の変更ボタン３５の操作は、予め行っておくもので、仮想内線番
号で通話中に着信があって呼び出し音が発生した時に、前記変更ボタン３５をオン、オフ
しても呼び出し方式の設定は変わらないものとする。
【００３７】
（第３の実施の形態）
図７は本発明のボタン電話装置の第３の実施の形態を説明する図である。本例のボタン電
話機３には、呼び出し方式の切換ボタン３６が設けられている他は、図１に示した第１の
実施の形態と同様の構成であるため、主装置１などの動作は図１を借用して説明する。
【００３８】
次に本実施の形態の動作について図８のフローチャートを参照して説明する。まず、１チ
ップマイクロコンピュータ１４１は着信分析を行い、その結果を１６ビットマイクロコン
ピュータ１４２に知らせる（ステップ８０１）。これにより、１６ビットマイクロコンピ
ュータ１４２は、前記分析結果に基づいて着信先を検索し（ステップ８０２）、この例で
は、その着信先をボタン電話機３とする。次に１６ビットマイクロコンピュータ１４２は
、着信先の内線番号２００番のボタン電話機３が通話中かどうかを判定し（ステップ８０
３）、通話中でなければ、発信側に呼び出し音を送出する（ステップ８０４）。一方、通
話中であれば、発信側に話中音を返送する（ステップ８０７）。
【００３９】
１６ビットマイクロコンピュータ１４２はステップ８０４にて、呼び出し音を送出中、発
信側が回線を切断するか、又はボタン電話機３がオフフックするかなどの状態変化がある
と、処理を終了する（ステップ８０５）。状態変化がない場合、１６ビットマイクロコン
ピュータ１４２は、ボタン電話機３の切換ボタン３６が押下されたかどうかを判定し（ス
テップ８０６）、押下されない場合はステップ８０４に戻り、押下された場合はステップ
８０７へ進み、呼び出し音送出を停止して、発信側に話中音を返送する。ここで、１６ビ
ットマイクロコンピュータ１４２はステップ８０７にて話中音を返送中に、発信側の回線
が切断されたかどうかを判定し、切断されない場合はステップ８０７に戻り、切断された
場合は処理を終了する（ステップ８０８）。
【００４０】
本実施の形態によれば、ボタン電話機３の仮想内線番号を用いて通話中に、別のところか
ら本来の内線番号に着信があって、本電話機３から呼び出し音が発生して、うるさい場合
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には、切換ボタン３６を押下することにより、前記呼び出し音の発生を停止させ、代わり
に発信側に話中音を返送することができるため、第１の実施の形態と同様の効果がある。
【００４１】
尚、上記した仮想内線番号で通話中に着信があった場合、ボタン電話機３に呼び出し音を
送出するモードなのか、或いは発信側に話中音を返送するモードなりかを、前記呼び出し
方式切換ボタン３６の押下に応じて、ボタン電話機３の表示器３３に表示してもよい。あ
るいは、切換ボタン３６に組込まれたＬＥＤ等の発光素子の点灯か消灯かで、モードの設
定状態がわかるようにしてもよい。
【００４２】
又、上記のように、仮想内線番号で通話中に切換ボタン３６を押して、発信側へ話中音を
返送する方式に切り替えた場合、以降、この呼び出し方式が主装置１のＲＡＭ１４４に設
定され、その後は、上記した仮想内線番号で通話中に、別のところから着信があった場合
、必ず発信側へ話中音を返送する設定に自動的になる構成としてもよい。
【００４３】
更に、上記のように仮想内線番号で通話中に、別のところから着信があった場合、切換ボ
タン３６を押下しても、ＲＡＭ１４４に切換ボタン３６の押下を設定しておくのみで、今
回は呼び出し方式は変わらず、このまま呼び出し音が発生し続けるが、次回、仮想内線番
号で通話中に、別のところから着信があった場合、前記ＲＡＭ１４４の設定をチェックし
て、切換ボタン３６の押下が設定されていると、呼び出し音の送出の代わりに、話中音を
発信側に返送するという制御を行ってもよい。
【００４４】
この場合、仮想内線番号で通話中に前記呼び出し音が発生している時以外に、前記切換ボ
タン３６を押下すると、これを検出して１６ビットマイクロコンピュータ１４２はＲＡＭ
１４４に設定してある前記切換ボタン３６の押下設定をクリアーして、その後、仮想内線
番号で通話中に、別のところから着信があった場合、ボタン電話機３に呼び出し音を送出
する制御に装置に戻すようにするものとする。
【００４５】
（第４の実施の形態）
図９は本発明のボタン電話装置の第４の実施の形態を説明する図である。本例では、単独
電話機４の代わりに、ボイスメール装置５が接続されている。又、ボタン電話機３には、
図７の実施の形態で説明したのと同様に呼び出し方式の切換ボタン電話３６が設けられて
いるため、以降、図７を借用して説明する。
【００４６】
次に本実施の形態の動作について図１０のフローチャートを参照して説明する。ステップ
１０１～１０６及びステップ１０８の動作は、図８に示したステップ８０１～８０６及び
ステップ８０８の動作と同一である。異なるところはステップ１０７の動作である。即ち
、図９の制御ユニット１４の１６ビットマイクロコンピュータ１４２は、ボタン電話機３
が仮想内線番号で通話中に、別のところから着信があった場合、この発信側と、標準電話
機ユニット１３をタイムスイッチ回路１４６により、ＰＣＭハイウェイ１６を介して接続
すると共に、制御データハイウェイ１５より起動データを標準電話機ユニット１３に送っ
てボイスメール装置５を起動する（ステップ１０７）。これにより、ボイスメール装置５
から、例えば「本電話機は通話中でありますでの、一旦電話を切ってしばらくたってから
おかけ直し下さい」というようなボイスメールを発信側に送出する。
【００４７】
本実施の形態によれば、ボタン電話機３の仮想内線番号を用いて通話中に、別のところか
ら本来の内線番号に着信があって、本電話機３から呼び出し音が発生して、うるさい場合
には、切換ボタン３６を押下することにより、前記呼び出し音の発生を停止させ、代わり
に発信側に通話中であることを知らせるボイスメールを返送することができるため、発信
側にボタン電話機３の状況を明確に伝えることができる。他の効果は第１の実施の形態と
同様である。
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【００４８】
尚、前記呼び出し音の発生を停止させ、代わりに発信側に通話中であることを知らせるボ
イスメールを返送する構成は、第１、第２の実施の形態にても、同様にして構成すること
ができ、同様の効果がある。
【００４９】
さらに、ボイスメールを返送するだけでなく、留守番電話の様に発信者のメッセージをも
録音させるように構成してもよい。この様な構成にすれば、伝言を受付けることができ便
利である。
【００５０】
（第５の実施の形態）
本実施の形態は図１及び図２に示したボタン電話装置と同様の構成を有し、主装置１に呼
び出し方式を設定する方法が異なる。第３の実施の形態ではボタン電話機３の呼び出し方
式の切換ボタン３６により呼び出し方式の切り換えを行うものであったが、本実施の形態
ではボタン電話機３から特定番号をダイヤルすることにより呼び出し方式の切り換えを行
う。
【００５１】
次に本実施の形態の動作について図１１のフローチャートを参照して説明する。まず、１
チップマイクロコンピュータ１４１は着信分析を行い、その結果を１６ビットマイクロコ
ンピュータ１４２に知らせる（ステップ１１１）。これにより、１６ビットマイクロコン
ピュータ１４２は、前記分析結果に基づいて着信先を検索し（ステップ１１２）、この例
では、その着信先をボタン電話機３とし、ステップ１１３にてその着信先ボタン電話機３
の表示器３３に発信者番号を表示させる（ステップ１１３）。次に１６ビットマイクロコ
ンピュータ１４２は、着信先の内線番号２００番のボタン電話機３が通話中かどうかを判
定し（ステップ１１４）、通話中でなければ、発信側に呼び出し音を送出する（ステップ
１１５）。一方、通話中であれば、発信側に話中音を返送する（ステップ１１８）。
【００５２】
１６ビットマイクロコンピュータ１４２はステップ１１５にて、呼び出し音を送出中、発
信側が回線を切断するか、又はボタン電話機３がオフフックするかなどの状態変化がある
と、処理を終了する（ステップ１１６）。状態変化がない場合、１６ビットマイクロコン
ピュータ１４２は、ボタン電話機３で特定番号がダイアルされたかどうかを判定し（ステ
ップ１１７）、ダイアルされない場合はステップ１１５に戻り、ダイアルされた場合はス
テップ１１８へ進み、呼び出し音送出を停止して、発信側に話中音を返送する。ここで、
１６ビットマイクロコンピュータ１４２はステップ１１８にて話中音を返送中に、発信側
の回線が切断されたかどうかを判定し、切断されない場合はステップ１１８に戻り、切断
された場合は処理を終了する（ステップ１１９）。
【００５３】
本実施の形態によれば、ボタン電話機３の仮想内線番号を用いて通話中に、別のところか
ら本来の内線番号に着信があって、本電話機３から呼び出し音が発生して、うるさい場合
には、特定番号をダイアルすることにより、前記呼び出し音の発生を停止させ、代わりに
発信側に話中音を返送することができるため、第１の実施の形態と同様の効果がある。
【００５４】
尚、上記した仮想内線番号で通話中に着信があった場合、ボタン電話機３に呼び出し音を
送出するモードなのか、或いは発信側に話中音を返送するモードなりかを、前記特定番号
のダイアルに応じて、ボタン電話機３の表示器３３に表示してもよい。
【００５５】
又、上記のように、仮想内線番号で通話中に特定番号をダイアルして、発信側へ話中音を
返送する方式に切り替えた場合、以降、この呼び出し方式が主装置１のＲＡＭ１４４に設
定され、その後は、上記した仮想内線番号で通話中に、別のところから着信があった場合
、必ず発信側へ話中音を返送する設定に自動的になる構成としてもよい。
【００５６】
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更に、上記のように仮想内線番号で通話中に、別のところから着信があった場合、特定番
号をダイアルしても、ＲＡＭ１４４に特定番号のダイアルを設定しておくのみで、今回は
呼び出し方式は変わらず、このまま呼び出し音が発生し続けるが、次回、仮想内線番号で
通話中に、別のところから着信があった場合、前記ＲＡＭ１４４の設定をチェックして、
特定番号のダイアルが設定されていると、呼び出し音の送出の代わりに、話中音を発信側
に返送するという制御を行ってもよい。
【００５７】
この場合、仮想内線番号で通話中に前記呼び出し音が発生している時以外に、前記特定番
号のダイアルを押下すると、これを検出して１６ビットマイクロコンピュータ１４２はＲ
ＡＭ１４４に設定してある前記特定番号のダイアル設定をクリアーして、その後、仮想内
線番号で通話中に、別のところから着信があった場合、ボタン電話機３に呼び出し音を送
出する制御に装置に戻すようにするものとする。
【００５８】
（第６の実施の形態）
本実施の形態は図１及び図２に示したボタン電話装置と同様の構成を有し、主装置１に呼
び出し方式を設定する方式が異なる。上記実施の形態では発信側が誰であるかにかかわら
ず、ボタン電話機３の呼び出し方式をＢＴまたはＲＢＴに設定するものであった。本実施
の形態では、上記第１乃至第５の実施の形態において、発信者番号対応に呼び出し方式の
設定ができるようにしたものである。
【００５９】
図１２は、ＲＡＭ１４４に設定するメモリマップである。例えば、発信者番号ＡはＲＢＴ
に設定し、発信者番号ＢとＣはＢＴに設定するといった様に、予め発信者番号対応に呼び
出し方式の設定をする。ボタン電話機３に着信があった場合、このメモリマップが参照さ
れ、発信者番号Ａからの着信のみ呼び出し音を鳴らし、発信者番号ＢやＣからの着信に対
しては呼び出し音は鳴らさず発信側に話中音を返送する。
【００６０】
本実施の形態によれば、重要な取引先等からの着信のみを受付けることができ、不要な着
信を排除することができるという効果を有する。
なお、上記実施の形態ではＲＡＭ１４４のメモリマップにＲＢＴとＢＴの双方の発信者番
号を登録するよう構成したが、ＲＢＴまたはＢＴの一方のみを登録するよう構成し、登録
されてない発信者番号に対しては他方の呼び出し設定となる構成としてもよい。
【００６１】
（第７の実施の形態）
本実施の形態は上記第６の実施の形態の変形例であり、発信者番号対応に呼び出し方式の
設定ができるようにしたものであるが、ＲＢＴの登録がなされている発信者番号に優先度
を付与した構成を有する。
【００６２】
図１３は、ＲＡＭ１４４に設定するメモリマップである。例えば、発信者番号Ａ、Ｂ、Ｃ
はＲＢＴに設定されており、それぞれ優先度１、優先度２、優先度３が付与されている。
ボタン電話機３に着信があった場合、このメモリマップが参照され、発信者番号Ａ、Ｂ、
Ｃからの着信のみ呼び出し音を鳴らし、その他の発信者番号からの着信に対しては呼び出
し音は鳴らさず発信側に話中音を返送する。ここで、発信者番号Ｂと仮想内線番号を用い
て通話中に、発信者番号Ｃから内線番号に着信があった場合、メモリマップの優先度の比
較が行われるが、発信者番号Ｂの方が優先度が高いため、発信者番号Ｃに対しては話中音
を返送する。また、発信者番号Ｂと仮想内線番号を用いて通話中に、発信者番号Ａから内
線番号に着信があった場合、メモリマップの優先度の比較が行われるが、発信者番号Ａの
方が優先度が高いため、呼び出し音を送出させる。
【００６３】
本実施の形態によれば、着信させたい発信者を選択することができるとともに、更に着信
させたい発信者の優先度に応じて適切な処置を取り得るという効果を有する。
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【００６４】
（第８の実施の形態）
本実施の形態は図１４に示すボタン電話装置であり、保守ターミナル１５０が接続されて
いる以外は図 1 と同様の構成を有する。すなわち、上記実施の形態ではボタン電話機３か
ら呼び出し方式の設定を行うものであるが、本実施例では、ボタン電話機３とは別に設け
られた保守ターミナル１５０にある入力手段により行う。その他の動作は上記実施の形態
と同様なので説明を省略する。
本実施の形態によれば、ボタン電話機３毎の呼び出し方式の設定を一括して行うことがで
きるという効果を有する。
【００６５】
（第９の実施の形態）
本実施の形態は図１５に示すボタン電話装置であり、ボタン電話機３による通話とは別に
制御ユニット１４とのデータの送受ができる情報端末装置例えばパーソナルコンピュータ
ＰＣが接続されている以外は図１と同様の構成を有する。すなわち、上記実施の形態では
ボタン電話機３から呼び出し方式の設定を行うものであるが、本実施の形態では、ボタン
電話機３に接続されたパーソナルコンピュータＰＣからの操作により行う。その他の動作
は上記第１乃至第７の実施の形態と同様なので説明を省略する。
【００６６】
本実施の形態によれば、ボタン電話機３毎の呼び出し方式の設定を情報端末装置を用いて
行うことができるという効果を有する。
なお、上記実施の形態では、情報端末装置がボタン電話機３に接続されている例を示した
がこれに限定されない。例えば、図１６に示すように、アナログ回線網２を介して接続さ
れたパーソナルコンピュータＰＣからの操作で呼び出し方式の設定を行うように構成して
もよい。
【００６７】
【発明の効果】
本発明によれば、着信先のボタン電話機が仮想内線番号を用いて通話中の時に当該ボタン
電話機の内線番号に着信があった場合、この内線番号の発信側へ話中であることを知らせ
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の電話交換装置の第１の実施の形態を示したブロック図。
【図２】図１に示したボタン電話機の詳細例を示した平面図。
【図３】図１に示した主装置に呼び出し方式の機能設定をする際の処理手順を示したフロ
ーチャート。
【図４】図１に示したボタン電話装置の呼び出し動作手順を示したフローチャート。
【図５】本発明のボタン電話装置の第２の実施の形態を説明する図。
【図６】図５に示したボタン電話装置の呼び出し動作手順を示したフローチャート。
【図７】本発明のボタン電話装置の第３の実施の形態を説明する図。
【図８】図７に示したボタン電話装置の呼び出し動作手順を示したフローチャート。
【図９】本発明のボタン電話装置の第４の実施の形態を説明するブロック図。
【図１０】図９に示したボタン電話装置の呼び出し動作手順を示したフローチャート。
【図１１】本発明のボタン電話装置の第５の実施の形態の動作手順を示したフローチャー
ト。
【図１２】本発明のボタン電話装置の第６の実施の形態における主装置のメモリマップ。
【図１３】本発明のボタン電話装置の第７の実施の形態における主装置のメモリマップ。
【図１４】本発明のボタン電話装置の第８の実施の形態を説明するブロック図。
【図１５】本発明のボタン電話装置の第９の実施の形態を説明するブロック図。
【図１６】本発明のボタン電話装置の第９の実施の形態の変形を説明するブロック図。
【符号の説明】
１　主装置
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２　アナログ加入者回線
３　ボタン電話機（ＤＫＴ）
４　単独電話機（ＳＬＴ）
１１　局線ユニット
１２　内線ユニット
１３　標準電話機ユニット
１４　制御ユニット
１５　制御データハイウェイ
１６　ＰＣＭハイウェイ
３１ｃ～３１ｈ　フレキシブルボタン
３２　ダイヤルパッド
３３　表示器
３４　送受話器
３５　変更ボタン
３６　切換ボタン
１４１　１チップマイクロコンピュータ
１４２　１６ビットマクロコンピュータ
１４４　ＲＡＭ
１４６　タイムスイッチ回路
１４７　トーン回路
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】
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